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Ⅰ　

は
じ
め
に

本
論
文
の
目
的
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
賠
償
問
題
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
に
直
面
す
る
特
別
な
状
況
下
で
の
、
一
九
二
五
年
法

人
税
課
税
所
得
の
算
出
過
程
（
一
九
二
六
年
度
税
務
申
告
）
に
お
け
る
金
マ
ル
ク
建
て
開
始
貸
借
対
照
表
（G

oldm
arkeröff nungsbilanz

）
の

役
割
をR

osendorff 
の
著
書
（
1
）

を
中
心
に
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
課
税
所
得
の
算
出
過
程
で
機
能
し
て
い
る
会
計
の
本
質
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
特
に
、
固
定
資
産
勘
定
に
一
マ
ル
ク
表
示
の
あ
る
金
マ
ル
ク
開
始
商
事
貸
借
対
照
表
の
事
例
を
取
り
上
げ
る

こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
を
う
け
た
経
済
状
況
下
に
お
け
る
企
業
会
計
と
課
税
制
度
の
制
度
的
な
連
携
と
調
整

手
続
き
を
考
察
す
る
。

ド
イ
ツ
は
一
九
一
九
年
六
月
二
八
日
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
条
約
に
調
印
し
た
。
第
一
次
大
戦
以
来
ド
イ
ツ
で
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が

進
行
し
て
い
た
が
、
一
九
二
二
年
夏
以
後
、
と
く
に
二
三
年
に
な
る
と
そ
れ
は
破
局
的
な
様
相
を
呈
し
は
じ
め
た
。
預
金
、
保
険
、
債
権

の
価
値
は
失
わ
れ
、
政
府
債
権
と
く
に
戦
時
公
債
は
た
だ
の
紙
片
同
然
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
2
）

。
こ
の
事
態
に
対
し
て
一
九
二
三
年
一
〇
月

一
五
日
に
レ
ン
テ
ン
バ
ン
ク
（D

euche R
entenbank

）
が
設
立
さ
れ
、
同
年
一
一
月
一
五
日
よ
り
レ
ン
テ
ン
銀
行
券
を
発
行
し
た
。
こ
の

レ
ン
テ
ン
銀
行
券
は
尚
依
然
と
し
て
法
貨
た
る
旧
マ
ル
ク
紙
幣
と
な
ら
ん
で
通
用
さ
れ
た
。
同
年
一
一
月
二
〇
日
に
為
替
相
場
一
ド
ル
が

四
兆
二
千
億
紙
幣
マ
ル
ク
、
す
な
わ
ち
一
金
貨
マ
ル
ク
が
一
兆
紙
幣
マ
ル
ク
の
割
合
で
安
定
し
た
。
こ
の
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
（R

entenm
ark

）

な
る
新
単
位
が
一
金
マ
ル
ク
の
価
値
と
し
て
与
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
通
貨
比
率
は
一
兆
紙
幣
マ
ル
ク
を
も
っ
て
一
レ
ン
テ
ン

マ
ル
ク
と
な
っ
た
（
3
）

（
四
・
二
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
が
一
ド
ル
と
定
め
ら
れ
た
（
4
）

）。
さ
ら
に
、
一
九
二
四
年
八
月
三
〇
日
の
新
貨
幣
法
（
一
〇
月
一
日
実

施
）
に
よ
る
金
準
備
に
基
づ
く
新
貨
幣
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
（R

eichsm
ark

）
が
発
行
さ
れ
、
新
貨
幣
単
位
一
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
に
つ
き
一

一
〇
八
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兆
紙
幣
マ
ル
ク
の
比
率
で
兌
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
新
貨
幣
単
位
一
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
は
一
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
と
さ
れ
た
（
5
）

。

ド
イ
ツ
政
府
は
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
架
空
（
又
は
仮
装
）
利
益
（S

cheingew
inn （6
）

）
に
対
処
す
る
と
し
て
一
九
二
三
年
一
二
月
二
八
日
付

「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
（D

ie V
erordnung über G

oldbilanzen

）」
を
制
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
商
業
帳
簿
の
記
帳
義
務
を
有
す
る
商
人
は
、

同
令
第
一
条
第
一
項
に
よ
り
一
九
二
四
年
一
月
一
日
に
始
ま
る
事
業
年
度
よ
り
金
マ
ル
ク
建
て
の
開
始
貸
借
対
照
表
の
作
成
を
義
務
づ
け

ら
れ
た
。
一
九
二
四
年
一
二
月
一
二
日
新
貨
幣
法
第
二
施
行
令
に
よ
り
「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」
の
適
用
に
関
し
て
は
金
マ
ル
ク
に
代
わ

り
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
が
価
値
単
位
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
（
7
）

。
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
作
成
目
的
は
、
イ
ン
フ
レ

に
よ
り
膨
れ
あ
が
っ
た
も
の
を
金
マ
ル
ク
と
い
う
規
準
に
よ
り
計
上
し
直
す
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」

に
よ
り
開
始
商
事
貸
借
対
照
表
が
作
成
さ
れ
よ
う
と
も
、
企
業
会
計
と
国
家
財
政
政
策
の
目
的
は
基
本
的
に
乖
離
し
て
い
る
の
で
、
商
事

貸
借
対
照
表
か
ら
課
税
所
得
を
算
定
す
る
に
は
税
法
上
の
調
整
が
必
要
に
な
る
。「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
研

究
（
8
）

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
は
「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」
に
よ
る
商
事
貸
借
対
照
表
か
ら
一
九
二
五
年
改
正
法
人
税
法
の
課
税
所
得
を

算
定
す
る
た
め
の
税
法
上
の
調
整
手
続
き
に
視
点
を
当
て
て
考
察
を
加
え
る
。
次
に
、
一
九
二
五
年
改
正
法
人
税
法
・
所
得
税
の
内
容
を

確
認
す
る
。

Ⅱ　

一
九
二
五
年
法
人
税
の
所
得
算
定
の
原
理

一
九
二
〇
年
の
税
制
改
革
に
よ
り
従
来
ラ
ン
ト
（
州
）
税
で
あ
っ
た
所
得
税
は
ラ
イ
ヒ
（
国
）
税
と
な
り
、
税
制
の
統
一
・
中
央
集
権

化
が
完
成
し
、
法
人
所
得
に
対
し
て
法
人
税
が
新
設
さ
れ
た
（
9
）

。
一
九
二
〇
年
所
得
税
法
に
お
い
て
純
財
産
増
加
説
に
も
と
づ
く
所
得
概
念

が
一
般
的
に
採
用
さ
れ
た
（
10
）

。
ま
た
、
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
は
一
九
二
三
年
一
月
一
六
日
の
判
決
の
な
か
で
、
商
人
の
課
税
は
「
シ
ャ

一
〇
九
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ン
ッ
（S

chanz

）
所
得
理
論
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
礎
上
に
所
得
税
法
が
原
則
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
…
こ
の
理
論

に
よ
る
と
、
所
得
は
財
産
増
加
（V

erm
ögenszugang

）
と
同
じ
で
あ
る
。
商
法
上
の
貸
借
対
照
表
は
、
財
産
の
表
示
を
指
向
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
、
貸
借
対
照
表
利
益
は
財
産
増
加
（V

erm
ögenszuw

achs

）
を
あ
ら
わ
す
…
」
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
11
）

。
し
か
し
、
租
税

制
度
上
、
所
得
源
泉
説
に
基
づ
く
所
得
概
念
が
選
択
さ
れ
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
純
財
産
増
加
説
に
基
づ
く
所
得
概
念
が
選
ば
れ
る
べ

き
か
は
、
た
ん
に
理
論
上
問
題
と
し
て
決
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
で
は
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
立
法
に
対
し
、「
陸
軍
議
案

の
費
用
を
補
償
す
る
必
要
性
」
と
「
租
税
理
念
の
必
要
性
」
が
、
純
財
産
増
加
分
を
所
得
と
す
る
広
義
（
包
括
的
）
所
得
概
念
を
導
い
た

も
の
で
あ
る
（
12
）

と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
九
二
四
年
一
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
賠
償
支
払
計
画
で
あ
る
「
ド
ー
ズ
案
（D

aw
es P

lan

）」
の
要
望
に
応
え
て
一
九
二
五
年
八
月
一
〇

日
付
で
所
得
税
、
法
人
税
等
の
改
正
が
行
わ
れ
た
（
13
）

。
こ
の
改
正
一
九
二
五
年
所
得
税
法
（
以
後
所
得
税
法
）、
改
正
一
九
二
五
年
法
人
税
法

（
以
後
法
人
税
法
）
の
適
用
は
、
法
人
税
法
第
三
二
条
と
所
得
税
法
第
一
一
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
一
九
二
五
年
暦
年
又
は
一
九
二
五
年
暦

年
中
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
対
す
る
課
税
査
定
を
最
初
と
し
て
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
14
）

。
法
人
税
の
課
税
対
象
所
得
は
、
法

人
税
法
第
一
〇
条
に
よ
り
所
得
税
法
第
六
条
乃
至
第
八
条
、
第
一
一
条
の
規
定
を
適
用
し
た
。
ま
た
、
法
人
税
法
第
一
三
条
は
、
法
人
税

の
所
得
算
定
、
課
税
標
準
お
よ
び
査
定
時
期
に
つ
い
て
法
人
税
法
に
別
段
の
定
め
の
な
い
場
合
に
は
所
得
税
法
第
一
二
条
乃
至
第
一
七
条
、

第
一
九
条
乃
至
第
二
一
条
、
第
二
五
条
、
第
二
六
条
乃
至
第
四
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
と
し
た
（
15
）

。

所
得
税
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
営
業
経
営
（G

ew
erbebetrieb

）
よ
り
生
ず
る
所
得
」
を
課
税
対
象
と
規
定
し
た
。
同
第

七
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
、
こ
の
所
得
と
み
な
す
べ
き
も
の
を
「
営
業
経
営
よ
り
生
ず
る
所
得
」
の
種
類
に
あ
っ
て
は
、
利
益

（G
ew
inn

）
と
し
て
い
る
。
こ
の
利
益
を
同
第
一
二
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
利
益
と
は
支
出
に
対
す
る
収
入
の
超
過
で
あ
っ

一
一
〇
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て
、
課
税
期
間
の
期
末
に
お
い
て
営
業
生
産
品
、
商
品
お
よ
び
貯
蔵
品
、
経
営
に
資
す
る
建
築
物
お
よ
び
そ
の
付
属
物
、
な
ら
び
に
動
産

で
あ
る
固
定
資
産
と
前
課
税
期
間
の
末
日
の
有
高
状
態
と
を
比
較
し
て
、
そ
の
増
加
額
を
加
算
し
、
減
少
価
格
を
控
除
し
た
も
の
で
あ

る
（
16
）

」。
さ
ら
に
商
法
上
の
記
帳
義
務
の
あ
る
納
税
義
務
者
に
対
し
て
は
、
利
益
に
つ
い
て
同
第
一
三
条
で
次
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
商
法
の
規
定
に
よ
る
商
業
帳
簿
を
備
え
つ
け
る
義
務
の
あ
る
納
税
義
務
者
、
ま
た
は
そ
の
義
務
を
有
し
な
い
が
商
法
の
規
定
に
よ
り
商

業
帳
簿
を
実
際
に
備
え
つ
け
る
納
税
義
務
者
に
あ
っ
て
は
、
利
益
と
は
正
規
の
簿
記
の
諸
原
則
に
従
い
課
税
期
間
末
日
に
算
定
し
た
る
経

営
財
産
が
前
課
税
期
間
期
末
に
お
い
て
課
税
算
定
の
基
礎
と
な
す
経
営
財
産
を
こ
え
る
超
過
額
で
あ
る
。
利
益
の
算
定
は
、
自
己
の
経
営

か
ら
の
引
き
出
し
に
関
す
る
規
定
、
控
除
し
う
る
支
出
に
関
す
る
規
定
お
よ
び
評
価
に
関
す
る
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
17
）

」。

前
記
し
た
所
得
税
法
に
よ
る
利
益
た
る
事
業
所
得
の
算
定
方
法
は
、
同
第
一
二
条
に
よ
る
収
支
計
算
に
よ
る
方
式
を
適
用
す
る
納
税
義
務

者
と
、
同
第
一
三
条
に
よ
る
財
産
比
較
に
よ
る
方
式
を
規
定
し
て
い
る
。
収
支
計
算
に
よ
る
方
式
は
同
第
一
三
条
の
規
定
の
適
用
さ
れ
る

完
全
な
商
人
（
商
法
の
規
定
に
従
い
商
業
帳
簿
を
作
成
す
る
納
税
義
務
者
）
以
外
の
者
と
さ
れ
る
（
18
）

。

Ⅲ　

金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
重
要
性

金
貨
貸
借
対
照
表
令
に
つ
い
て
、
チ
ェ
ロ
ー
ニ
は
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。「
一
九
二
三
年
一
二
月
二
八
日
の
統
令
に
よ
っ
て
、

産
業
会
社
は
資
産
、
負
債
を
「
金
マ
ル
ク
」
で
評
価
し
て
貸
借
対
照
表
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
。
…
ま
た
一
九
二
三
年
一
二

月
二
八
日
の
統
令
の
目
的
は
、
会
社
貸
借
対
照
表
か
ら
マ
ル
ク
減
価
の
影
響
を
除
去
す
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
金
マ
ル
ク
を
物
価
基
準

に
採
用
す
る
こ
と
か
ら
起
こ
る
通
貨
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
れ
て
、
貸
借
対
照
表
の
諸
資
産
に
も
「
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
期
間
に
減
価
マ
ル
ク
に
よ
っ
て
投
資
し
た
新
投
資
は
金
価
値
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

一
一
一
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ま
た
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
実
質
上
の
損
失
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
19
）

」。
す
な
わ
ち
、
政
府
は
金
マ
ル
ク
と
い
う
価
値
規
準

に
よ
り
会
社
の
財
政
状
態
を
把
握
し
、
か
つ
他
社
と
の
比
較
を
可
能
に
す
る
貸
借
対
照
表
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
同
時

に
国
家
財
政
収
入
の
安
定
確
保
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
所
得
算
定
に
お
け
る
金
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
の
必
要
性
に
つ
い
て
確
認
す

る
。一

九
二
五
年
改
正
所
得
税
法
の
最
初
の
課
税
査
定
に
あ
た
り
財
産
調
整
（V

erm
ögensausgleich

）、
ま
た
は
減
損
な
い
し
物
質
減
少
に

対
す
る
控
除
を
な
し
う
る
場
合
に
お
け
る
租
税
期
間
の
開
始
に
対
す
る
価
格
の
確
定
に
つ
い
て
は
同
法
一
〇
五
条
第
一
項
は
次
の
よ
う
に

規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
商
法
典
の
規
定
に
従
っ
て
帳
簿
を
記
帳
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
納
税
義
務
者
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
義

務
を
負
わ
さ
れ
て
い
な
い
が
実
際
上
商
法
典
の
規
定
に
従
っ
て
帳
簿
を
記
帳
す
る
納
税
義
務
者
は
、
課
税
利
益
算
定
の
た
め
に
原
則
と
し

て
商
法
上
の
貸
借
対
照
表
を
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
20
）

。
そ
の
よ
う
な
納
税
義
務
者
は
一
九
二
五
年
改
正
法
人
税
法
に
準
拠
し
た

最
初
の
課
税
査
定
の
た
め
に
税
務
申
告
書
の
ほ
か
に
下
記
の
も
の
を
税
務
署
に
提
出
す
る
義
務
を
負
う
（
21
）

。

Ⅰ　

期
首
貸
借
対
照
表
（A
nfangsbilanz

）
並
び
に
株
主
総
会
議
事
録

Ⅱ　

期
末
貸
借
対
照
表
計
算
書
（S

chlußbilanzrechnung
）
と
損
益
計
算
書
並
び
に
年
度
報
告
書
、
株
主
総
会
議
事
録
。

上
記
Ⅰ
、
Ⅱ
と
も
課
税
所
得
の
も
と
に
な
る
事
業
年
度
を
対
象
に
し
て
い
る
。

期
首
貸
借
対
照
表
と
し
て
以
下
の
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
（
22
）

。

1　

納
税
義
務
者
の
事
業
年
度
が
暦
年
と
一
致
し
て
い
る
場
合
に
は
、
一
九
二
四
年
一
二
月
三
一
日
付

商
法
上
の
貸
借
対
照
表
。

2　

納
税
義
務
者
の
事
業
年
度
が
暦
年
と
一
致
し
て
い
な
い
場
合
、

一
一
二
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〇
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ａ）　

も
し
納
税
者
が
、
一
九
二
四
年
開
始
一
九
二
五
年
終
了
の
事
業
年
度
の
開
始
に
際
し
て
、
一
九
二
三
年
一
二
月
二
八
日
付

「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」
第
二
条
第
一
項
に
お
け
る
金
マ
ル
ク
（
23
）（G

oldm
ark

）
表
示
の
開
始
貸
借
対
照
表
（E

röff nungsbilanz

）
を

作
成
し
て
い
た
な
ら
ば
、
当
該
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
。

ｂ）　

も
し
納
税
義
務
者
が
、
一
九
二
四
年
開
始
一
九
二
五
年
終
了
事
業
年
度
開
始
前
か
ら
す
で
に
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
を

作
成
し
て
い
た
な
ら
ば
、
一
九
二
四
年
開
始
一
九
二
五
年
終
了
課
税
期
間
の
直
前
に
作
成
さ
れ
た
前
事
業
年
度
終
了
時
の
商
事

貸
借
対
照
表
。

期
首
貸
借
対
照
表
が
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
で
な
い
（
上
記
1
と
2
の
ｂ）
の
場
合
）
な
ら
ば
、
既
に
述
べ
た
Ⅰ
と
Ⅱ
の
証
拠
資
料
と

と
も
に
、
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
が
株
主
総
会
議
事
録
と
一
緒
に
税
務
署
に
提
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
24
）

。

事
例
（
25
）　

1 　

事
業
年
度
と
し
て
暦
年
を
採
用
し
て
い
る
株
式
会
社
は
、
以
下
の
も
の
を
税
務
署
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
一
九
二
四
年
一
二
月
三
一
日
付
商
事
貸
借
対
照
表
、
一
九
二
五
年
一
二
月
三
一
日
付
期
末
貸
借
対
照
表
と
損
益
計
算

書
、
並
び
に
一
九
二
四
年
一
月
一
日
付
の
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
で
あ
る
。

　

2 　

一
九
二
四
年
一
〇
月
一
日
か
ら
一
九
二
五
年
九
月
三
〇
日
ま
で
の
一
九
二
四
／
一
九
二
五
事
業
年
度
を
採
用
す
る
株
式
会

社
は
、
一
九
二
四
年
一
〇
月
一
日
付
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
株
式
会
社
は
、
次

の
も
の
を
税
務
署
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
と
一
九
二
五
年
九
月
三
〇
日
付

期
末
貸
借
対
照
表
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
株
式
会
社
が
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
を
一
九
二
四
年
一
月
一
日
付
で
作
成
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
株
式

会
社
は
、
次
の
も
の
を
税
務
署
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
当
該
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
、
一
九
二
四

一
一
三
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年
九
月
三
〇
日
付
期
末
貸
借
対
照
表
並
び
に
一
九
二
五
年
九
月
三
〇
日
付
の
期
末
貸
借
対
照
表
で
あ
る
。

Ⅳ　

税
法
上
の
資
産
評
価

改
正
一
九
二
五
年
法
人
税
法
の
最
初
の
課
税
査
定
に
あ
っ
て
、
商
法
上
の
開
始
貸
借
対
照
表
の
個
々
の
項
目
を
一
部
修
正
し
、
一
部
を

認
容
す
る
。
所
得
税
法
第
一
〇
四
条
に
お
い
て
改
定
一
九
二
五
年
所
得
税
法
適
用
初
年
度
に
の
み
第
一
〇
五
条
か
ら
第
一
一
〇
条
ま
で
の

特
別
規
定
の
適
用
を
定
め
て
い
る
（
26
）

。
そ
れ
は
、
課
税
所
得
の
算
定
に
際
し
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
を
極
力
避
け
る
た
め
で
あ
る
と

考
え
る
。
課
税
査
定
に
対
し
て
は
以
下
に
述
べ
る
評
価
原
則
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

期
首
貸
借
対
照
表
は
、
最
大
限
に
見
積
も
っ
て
次
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
27
）

。

Ａ 

．
所
得
税
法
第
一
〇
六
条
に
規
定
さ
れ
た
経
営
財
産
の
対
象
物
。
そ
れ
が
、
一
九
二
四
年
一
日
一
日
以
後
購
入
又
は
製
作
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
場
合
（
28
）

。

ⅰ 

．
機
械
と
そ
の
他
の
事
業
用
具
、
営
業
上
の
著
作
権
、
文
芸
上
の
著
作
権
、
芸
術
上
の
著
作
権
、
建
物
施
設
の
給
水
設
備
と
排
水

設
備
ま
た
漁
業
経
営
設
備
。

そ
れ
ら
は
、
実
際
上
の
購
入
価
格
ま
た
は
製
作
価
格
を
も
っ
て
そ
の
物
の
経
過
年
数
と
耐
用
年
数
に
相
当
す
る
減
耗
控
除

（A
bsetzungen für A

bnutzung

）
を
な
す
（
29
）

。

ⅱ
．
鉱
業
会
社
の
鉱
山
、
採
鉱
場
の
鉱
山
、
そ
の
他
埋
蔵
物
の
消
費
を
前
提
と
す
る
経
営
体
の
鉱
山
。

そ
れ
ら
は
、
実
際
上
の
購
入
価
格
ま
た
は
製
作
価
格
を
も
っ
て
そ
の
物
の
経
過
年
数
と
耐
用
年
数
に
相
当
す
る
実
体
減
少
に
対

す
る
控
除
（A

bsetzungen für S
ubstanzverringerung

）
を
な
す
（
30
）

。

一
一
四
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ⅲ 

．
流
通
経
営
資
本
の
対
象
物
（
例
え
ば
、
商
品
、
製
品
、
貯
蔵
品
）。
そ
れ
ら
は
、
上
記
の
ⅰ
と
ⅱ
で
述
べ
た
設
備
資
本
の
対
象
物
で

は
な
い
し
、
な
ら
び
に
上
記
ⅱ
に
示
し
た
経
営
の
土
地
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
実
際
の
購
入
価
格
ま
た
は
製
作
価
格

を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
（
31
）

。

も
し
く
は
、
前
記
ⅰ
、
ⅱ
、
ⅲ
は
次
の
よ
う
に
計
上
表
示
す
る
。
そ
れ
は
、
対
象
物
の
価
値
が
計
上
さ
れ
た
金
額
よ
り
も
す
で
に
低

下
し
て
い
る
な
ら
ば
、
一
九
二
五
暦
年
に
あ
っ
て
は
財
産
税
（V

erm
ögensteuer

）
の
査
定
の
際
の
価
値
を
も
っ
て
表
示
す
る
（
32
）

。

Ｂ 

．
所
得
税
法
第
一
〇
七
条
に
規
定
さ
れ
た
一
九
二
三
年
一
二
月
三
一
日
以
前
に
取
得
ま
た
は
製
作
さ
れ
た
経
営
財
産
の
対
象
物
。

Ⅰ
．
設
備
資
本
の
対
象
物

ａ）　

一
九
二
五
年
七
月
一
六
日
の
「
価
格
増
額
法
」（A

ufw
ertungsgesetz （33

）
）
に
従
っ
た
価
格
増
額
に
基
づ
く
債
権
（F

orderungen

）

と
債
務
（S

chulden

）。

　
　

そ
れ
ら
は
、
課
税
期
間
の
開
始
に
際
し
て
、
価
格
増
額
法
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
価
値
を
も
っ
て
計
上
す
る
（
34
）

。

ｂ）　

建
物
。
課
税
期
間
の
開
始
に
際
し
て
、
一
般
（
又
は
通
常
）
価
格
（gem

eine W
ert （35

）
）
で
も
っ
て
計
上
す
る
（
36
）

。

ｃ）　

機
械
と
そ
の
他
の
事
業
用
具
、
営
業
上
の
著
作
権
、
文
芸
上
の
著
作
権
、
芸
術
上
の
著
作
権
、
給
水
設
備
と
排
水
設
備
ま
た

漁
業
経
営
設
備
。
そ
れ
ら
は
、
対
象
物
の
購
入
ま
た
は
製
作
に
対
し
て
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
基
準
日
に
支
出
せ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
金
額
の
三
分
の
一
だ
け
減
額
さ
れ
た
金
額
で
計
上
す
る
。
そ
の
う
え
ま
た
経
過
年
数
（
課
税
期
間
の
開
始
に
際
し
て

の
状
態
に
従
う
）
と
耐
用
年
数
に
相
当
す
る
減
耗
控
除
を
な
す
（
37
）

。

ｄ）　

鉱
業
会
社
の
鉱
山
、
採
鉱
場
の
鉱
山
、
そ
の
他
埋
蔵
物
の
消
費
を
前
提
と
す
る
経
営
体
の
鉱
山
。

　
　

そ
れ
ら
は
、
対
象
物
の
購
入
ま
た
は
製
作
に
対
し
て
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
基
準
日
に
支
出
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
金

一
一
五
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額
の
三
分
の
一
だ
け
減
額
し
た
金
額
で
計
上
す
る
。
そ
の
う
え
ま
た
経
過
年
数
（
課
税
期
間
の
開
始
に
際
し
て
の
状
態
に
よ
る
）
と

耐
用
年
数
に
相
当
す
る
実
態
減
少
に
対
す
る
控
除
を
な
す
（
38
）

。

ｅ）　

ｄ）
で
示
し
た
経
営
の
土
地
と
は
別
の
土
地
、
ま
た
ａ）
か
ら
ｄ）
の
範
疇
以
外
の
設
備
資
本
の
対
象
物
。
そ
れ
ら
は
、
対
象
物
の

購
入
ま
た
は
製
作
に
対
し
て
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
基
準
日
に
支
出
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
金
額
の
三
分
の
一
だ
け
減
額

さ
れ
た
金
額
で
計
上
す
る
（
39
）

。

も
し
く
は
、
前
記
ｂ）
、
ｃ）
、
ｄ）
、
ｅ）
は
一
九
二
五
年
の
低
い
財
産
税
価
値
（niedrigeren V

erm
ögensteuerw

erte

）
を
も
っ
て
計
上
す

る
（
Ａ
．を
参
照
（
40
）

）。

Ⅱ
．
流
通
経
営
資
本
（um

laufenden B
etriebskapital

）
の
対
象
物

ａ）　

一
九
二
五
年
七
月
一
六
日
の
「
価
格
増
額
法
」
に
従
っ
た
価
格
増
額
に
基
づ
く
債
権
と
債
務
。

　

そ
れ
ら
は
、
課
税
期
間
の
開
始
に
際
し
て
、
価
格
増
額
法
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
価
値
を
も
っ
て
計
上
す
る
（
41
）

。

ｂ）　

そ
の
他
の
流
通
経
営
資
本
の
対
象
物
（
例
え
ば
、
商
品
、
製
品
、
貯
蔵
品
）

 　

そ
れ
ら
は
、
課
税
期
間
の
始
め
に
対
象
物
の
取
得
ま
た
は
製
作
金
額
に
お
い
て
支
出
し
た
金
額
あ
る
い
は
よ
り
低
い

一
九
二
五
年
財
産
税
価
値
（V

erm
ögensteuerw

erte
）
で
計
上
す
る
（
Ａ
．を
参
照
（
42
）

）。

前
記
に
従
え
ば
、
開
始
貸
借
対
照
表
で
計
上
さ
れ
た
価
値
は
最
高
価
値
（höchstw

erte

）
を
適
用
す
る
（
43
）

。
商
事
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ

れ
た
経
営
財
産
対
象
物
の
金
額
が
許
容
さ
れ
た
最
高
価
値
を
超
過
す
る
と
き
は
、
こ
の
経
営
財
産
の
対
象
物
の
金
額
は
こ
の
最
高
価
値
ま

で
引
き
下
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
伴
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
よ
り
低
い
財
産
税
価
値
の
計
上
（
Ａ
．を
参
照
）
が
強
制
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
納
税
義
務
者
は
こ
の
よ
り
低
い
財
産
税
価
値
と
そ
の
他
の
許
容
最
高
価
値
の
あ
い
だ
の
選
択
の
余
地
は
な
い
。
商
事
貸
借
対
照

一
一
六
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表
に
計
上
さ
れ
た
経
営
財
産
対
象
物
の
金
額
が
許
容
最
高
価
値
を
下
回
る
な
ら
ば
、
そ
の
経
営
財
産
対
象
の
金
額
は
納
税
義
務
者
の
（
税

務
署
へ
の
）
申
請
に
よ
っ
て
こ
の
最
高
価
値
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
低
い
財
産
税
価
値
の
金
額
が
計
上
さ

れ
て
い
る
場
合
は
こ
の
低
い
財
産
税
価
値
の
金
額
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
税
務
申
告
書
ま
た
は
そ
の
添
付
書
類
に
添
え
て
申
告
さ
れ

た
貸
借
対
照
表
の
項
目
の
修
正
は
、
納
税
義
務
者
の
申
請
と
み
な
さ
れ
る
（
44
）

。

以
下
に
述
べ
る
場
合
で
は
最
高
価
値
を
除
外
し
て
よ
り
小
さ
い
財
産
税
価
値
が
適
用
さ
れ
る
（
45
）

。

ａ）　

営
利
会
社
（E

rw
erbsgesellschaft

）
の
財
産
が
、
一
九
二
五
年
財
産
税
算
定
に
よ
る
有
価
証
券
の
財
産
税
額
査
定
用
公
定
相

場
価
値
（
46
）

（S
teuerkursw

erte

）
の
合
計
で
も
っ
て
計
上
さ
れ
て
い
る
と
き
。

ｂ）　

子
会
社
財
産
に
対
す
る
親
会
社
の
出
資
が
、
一
九
二
五
年
財
産
税
査
定
を
も
っ
て
考
慮
さ
れ
な
い
と
き
。

ｃ）　

営
利
会
社
に
対
す
る
持
分
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
持
分
が
財
産
税
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
有
価
証
券
の
財
産
税
額
査
定
用
公
定

相
場
価
値
又
は
算
定
さ
れ
た
売
却
価
値
（V

erkaufsw
ert

）
の
二
分
の
一
で
計
上
さ
れ
て
い
る
場
合
。

以
上
の
よ
う
に
、
特
に
激
し
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
を
受
け
た
一
九
二
三
年
一
二
月
三
一
日
以
前
に
取
得
ま
た
は
製
作
さ
れ
た

経
営
財
産
の
対
象
に
つ
い
て
は
税
務
貸
借
対
照
表
計
上
に
あ
た
り
か
な
り
の
評
価
減
を
許
容
し
た
。

個
々
の
商
事
貸
借
対
照
表
項
目
評
価
修
正
の
結
果
と
し
て
、
税
務
貸
借
対
照
表
を
ど
の
よ
う
に
し
て
作
成
す
る
か
は
、
次
に
述
べ
る
例

示
に
よ
る
。

Ⅴ　

税
務
貸
借
対
照
表
の
作
成
事
例

R
osendorff 

は
金
マ
ル
ク
商
事
開
始
貸
借
対
照
表
か
ら
税
務
貸
借
対
照
表
を
作
成
す
る
手
続
を
次
の
よ
う
に
例
示
し
て
い
る
。

一
一
七
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「事例 1　納税義務者の事業年度が暦年と一致している場合
　事業年度が暦年と合致している株式会社は、1924年 1 月 1 日付で次に述べる
金マルク開始貸借対照表を作成した。

1924年 1 月 1 日　金マルク開始貸借対照表
単位　Goldmark

借方 貸方
建物 300,000 株式資本金 1,000,000
機械 147 債務 60,000
備品 1
商品 440,000
債権 62,400
資本減価勘定48 250,000
現金 7,598

1,060,000 1,060,000

1924年12月31日　期末貸借対照表
単位　Reichsmark

借方 貸方
建物 295,000 株式資本金 1,000,000
機械 1 債務 45,000
備品 1 利益 65,000
商品 484,600
債権 71,350
資本減価勘定 250,000
現金 9,048

1,110,000 1,110,000

1925年財産税に対して株式会社は以下に述べる財産を申告した。

単位　RM.
建物 350,000
機械 80,000
備品 15,000
商品 505,000
債権 71,350
現金 9,048

小計 1,030,398
債務 45,000
純財産 985,398

一
一
八
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1925年12月31日　期末貸借対照表
単位　RM.

借方 貸方
建物 285,000 株式資本金 1,000,000
機械 1 債務 30,000
備品 1 利益 50,000
商品 521,300
債権 78,670
資本減価勘定 185,000
現金 10,028

1,080,000 1,080,000

単位　RM.
・1925年 1 月 1 日付建物一般価値 = 400,000
・1924年 1 月 1 日（金マルク開始貸借対照表の基準日）付

（1921年 1 月取得）機械取得価格 = 150,000
3 分の 1控除 = 50,000

 100,000
4 年間にわたる減耗控除（100,000ＲＭ.のうち年10％） = 40,000

承認された最高価値 = 60,000
・1924年 1 月 1 日（金マルク開始貸借対照表基準日）付

（1923年 7 月取得）備品の取得価格 = 30,000
3 分の 1控除 = 10,000

= 20,000
半年間の減耗控除 = 3,000

それ自体の承認された最高価値 = 17,000
・1924年 1月 1日から1925年 1月 1日までに製作されたものの製作価格 = 194,000
・1924年 1 月 1 日以後に製作されたものの事実上の製作価格 = 323,000

商品価値計 = 517,000

　それゆえ、納税義務者の会社は、次のように勘定金額を修正することになる。

一
一
九
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単位　RM.

1924年12月31日
期末商事貸借対照表の税務修正

1925年12月31日
期末商事貸借対照表の税務修正

低い財産税価値
の建物価値 350,000 343,000（350,000の 2 ％償却控除後）

機械価値
（許容される最高価値） 60,000 50,000（100,000の10％償却控除後）

備品の価値
（低い財産税価値） 15,000 13,300（償却控除後）

商品の価値
（財産税価値） 505,000

したがって次のような結果となる。
ａ）利益の増加　3,000の内訳
　　建物の場合　（343,000－285,000）－（350,000－295,000）＝3,000
ｂ）利益の減少　32,100の内訳
　　機械の場合　（60,000－ 1 ）－（50,000－ 1 ）＝10,000
　　備品の場合　（15,000－ 1 ）－（13,300－ 1 ）＝1,700
　　商品の場合　505,000－484,600＝20,400
　　　ゆえに商事貸借対照表から税務貸借対照表の修正の結果差額として
　　　商事貸借対照表利益の減少残高となる=29,100
つまり、税務申告書のAⅠ1の欄は、次のように記入されねばならない。

（商事）貸借対照表利益 50,000

ａ） 加算 －

ｂ） 減算 29,100

申告調整された（税務）貸借対照表利益 20,900

結果として、以下の税務貸借対照表（Steuerbilanzen）が作成される。

1925年 1 月 1 日　期首税務貸借対照表
単位　RM.

借方 貸方
建物 350,000 株式資本金 1,000,000
機械 60,000 債務 45,000
備品 15,000
商品 505,000
債権 71,350
資本減価勘定 34,602

一
二
〇
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現金 9,048
1,045,000 1,045,000

1925年12月31日　期末税務貸借対照表
単位　RM.

借方 貸方
建物 343,000 株式資本金 1,000,000
機械 50,000 債務 30,000
備品 13,300 利益 20,900
商品 521,300
債権 78,670
資本減価勘定 34,602
現金 10,028

1,050,900 1,050,900

　上記のような税務貸借対照表が作成され、そしてそれが税務申告書に組み入
れられる。もし税務決算対照表の利益が申告書AI1欄に訂正された利益として表
示されるならば、そのことは要件にかなっている。もし税務貸借対照表が税務
署に提出されないならば、税務申告書AI1欄について提示された質問に正確に返
答されねばならないし、またここで挙げた利益訂正は商事貸借対照表または申
告書付表に加えて前記した例示と同様な注釈を加えなければならない49」。

一
二
一
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前
記
事
例
か
ら
、R

osendorff 

は
商
事
貸
借
対
照
表
と
税
法
の
評
価
基
準
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。R

osendorff 

は

「
一
九
二
五
年
一
月
一
日
期
首
（
商
事
）
貸
借
対
照
表
（
一
九
二
四
年
一
二
月
三
一
日
期
末
（
商
事
）
貸
借
対
照
表
）」
と
「
一
九
二
五
年
一
月
一

日
期
首
税
務
貸
借
対
照
表
」、「
一
九
二
五
年
一
二
月
三
一
日
期
末
（
商
事
）
貸
借
対
照
表
」
と
「
一
九
二
五
年
一
二
月
三
一
日
期
末
税
務

貸
借
対
照
表
」
の
比
較
を
し
て
い
る
。

期
首
税
務
貸
借
対
照
表
の
「
建
物
」
は
所
得
税
法
第
一
〇
八
条
第
二
項
に
よ
り
一
般
価
値
四
〇
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
（R

eichsm
ark

）
よ
り

低
い
財
産
税
価
値
三
五
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
で
期
首
計
上
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
「
機
械
」
は
所
得
税
法
第
一
〇
七
条
第
二
項
に
よ
り
承
認

さ
れ
た
最
高
価
値
六
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
で
期
首
計
上
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
「
備
品
」
は
承
認
さ
れ
た
最
高
価
値
一
七
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
で
は

な
く
建
物
と
同
じ
く
よ
り
低
い
財
産
税
価
値
一
五
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
で
期
首
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
は
、「
一
九
二
五
年
一
月
一
日
期
首

（
商
事
）
貸
借
対
照
表
」（
一
九
二
四
年
一
二
月
三
一
日
期
末
（
商
事
）
貸
借
対
照
表
）
に
計
上
さ
れ
た
一
マ
ル
ク
勘
定
を
税
法
上
訂
正
し
た
こ
と

に
な
る
。
ま
た
同
じ
く
「
製
作
商
品
」
も
事
実
上
の
製
作
商
品
価
額
五
一
七
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
よ
り
低
い
財
産
税
評
価
五
〇
五
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ

で
期
首
計
上
さ
れ
て
い
る
。
両
貸
借
対
照
表
の
期
首
貸
借
対
照
表
貸
方
科
目
残
高 

一
、〇
四
五
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
は
同
額
で
あ
る
。

次
に
、
期
末
貸
借
対
照
表
残
高
を
比
較
す
る
。
ま
ず
、
両
貸
借
対
照
表
の
期
末
貸
借
対
照
表
借
方
資
産
科
目
残
高
を
比
較
す
る
。
資
本

減
価
勘
定
（K

apitalentw
ertungskonto

）
以
外
の
両
貸
借
対
照
表
の
各
借
方
勘
定
科
目
の
金
額
は
税
務
貸
借
対
照
表
で
は
同
額
か
又
は
そ

れ
以
上
の
金
額
で
あ
る
。「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」
第
五
条
第
二
項
、
同
第
六
条
に
規
定
さ
れ
た
「
資
本
減
価
勘
定
」
は
、
法
人
税
法
第

三
〇
条
に
よ
り
同
勘
定
の
償
却
額
は
法
人
税
法
上
の
所
得
算
定
に
お
い
て
控
除
を
認
め
ら
れ
な
い
。「
資
本
減
価
勘
定
」
は
「
金
貨
貸
借

対
照
表
令
」
第
六
条
に
よ
り
、
企
業
が
三
年
以
内
に
償
却
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。「
資
本
減
価
勘
定
」
の
商
事
貸
借
対
照
表
期
末
金
額
残

高
は
一
八
五
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
で
あ
り
、
他
方
こ
の
税
務
貸
借
対
照
表
期
末
金
額
残
高
は
三
四
、六
〇
二
Ｒ
Ｍ
で
あ
る
。「
資
本
減
価
勘
定
」

一
二
二



ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
）
の
所
得
算
定
に
関
す
る
研
究
（
長
谷
川
）

（
五
一
五
）

は
商
法
上
の
調
整
勘
定
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
各
々
の
「
資
本
減
価
勘
定
」
を
両
者
の
期
末
貸
借
対
照
表
借
方
科
目
合
計
残
高
か
ら
控
除
す

る
と
期
末
税
務
貸
借
対
照
表
の
借
方
合
計
残
高
金
額
の
方
が
期
末
商
事
貸
借
対
照
表
の
借
方
合
計
残
高
金
額
よ
り
も
大
き
い
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
こ
の
両
者
の
合
計
金
額
の
差
額
は
建
物
、
機
械
、
備
品
の
計
上
評
価
差
額
で
あ
る
。
特
に
「
一
九
二
五
年
一
二
月
三
一
日
期
末

（
商
事
）
貸
借
対
照
表
」
の
借
方
に
あ
る
機
械
や
備
品
の
一
マ
ル
ク
勘
定
と
、「
一
九
二
五
年
一
二
月
三
一
日
期
末
税
務
貸
借
対
照
表
」
の

機
械
五
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
、
備
品
一
三
、三
〇
〇
Ｒ
Ｍ
と
の
差
額
が
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
商
事
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
一
マ
ル
ク
勘

定
は
税
務
貸
借
対
照
表
で
は
増
額
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
商
法
会
計
は
一
マ
ル
ク
勘
定
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ン
フ
レ

に
よ
る
架
空
利
益
に
対
処
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
一
方
、
税
法
の
評
価
基
準
は
平
等
原
則
に
よ
り
商
法
会
計
の
一
マ
ル
ク
勘
定
を

増
額
訂
正
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
二
三
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「事例 2　納税義務者の事業年度が暦年と一致していない場合
　1924年10月 1 日から1925年 9 月30日までが事業年度である会社は、1924年10
月 1 日付で以下に述べる金マルク開始貸借対照表を作成した。

1924年10月 1 日付　金マルク開始貸借対照表
単位　GＭ.

借方 貸方
建物 100,000 株式資本金 300,000
機械 90,000 準備金 90,000
車両 40,000 担保付債務 15,000
商品 160,000 債務 20,000
債権 30,000
現金 5,000

425,000 425,000

1925年財産税に対して会社は以下に述べる財産を申告した。

単位　RM.
建物 75,000
機械 65,000
車両 35,000
商品 140,000
債権 30,000
現金 5,000

350,000
担保付債務
　15,000
債務
　20,000 35,000
純財産 315,000

1925年 9 月30日付　期末貸借対照表
単位　ＲＭ.

借方 貸方
建物 98,000 株式資本金 300,000
機械 80,000 準備金 90,000
車両 35,000 担保付債務 25,000
商品 200,000 債務 25,000
債権 40,000 利益 30,000
現金 7,000
評価調整勘定 10,000

470,000 470,000

一
二
四
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1924年10月 1 日付建物の一般価値 ＝ 75,000RM.
1924年10月 1 日付（金マルク開始貸借対照表基準日）機械取得価格

（1922年12月取得） ＝ 135,000
3 分の 1控除 ＝ 45,000

＝ 90,000
90,000から年間10％（ 2年間）減耗控除 ＝ 18,000

それ自体の許容最高価値 ＝ 72,000
1924年10月 1 日付（金マルク開始貸借対照表基準日）車両取得価額
（1922年 4 月取得） ＝ 60,000

3 分の 1控除 ＝ 20,000
＝ 40,000

40,000から年間10%（ 2年 6ヶ月）減耗控除 ＝ 10,000
許容最高価値 ＝ 30,000

商品の事実上の製作価格（1923年12月31日付製作時点） ＝ 140,000
1924年10月 1 日付価額増額法による担保付債務価値 ＝ 25,000

それゆえ、次のように修正されねばならない。

1924年10月 1 日
期首商事貸借対照表の税務修正

1925年 9 月30日
期末商事貸借対照表の税務修正

建物の価値
（1924年10月 1 日付け共通価値） 75,000 73,500（75,000の 2 %控除後）

機械の価値
（低い財産税価値） 65,000 56,900（65,000の 1 / 8 控除後）

車両の価値
（許容最高価値） 30,000 26,000（40,000の10%控除後）

商品の価値
（財産税価値と製作価額） 140,000 ─

担保付債務の価値
（価額増額） 25,000 ─

　決算貸借対照表の価額増額調整勘定は消去される。したがって、次のように
利益の増額が生じる。

建物の場合（100,000－75,000）－（98,000－73,500）＝ 500
機械の場合（90,000－65,000）－（80,000－56,900） ＝ 1,900
車両の場合（40,000－30,000）－（35,000－26,000） ＝ 1,000
商品の場合　160,000－140,000 ＝ 20,000

合計 ＝ 23,400

　期首貸借対照表の担保付債務の増額は、価額増額調整勘定の消去を通して相
殺される。
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　それゆえ、法人税税務申告書AI1欄は次のように記入される。

（商事）貸借対照表利益 30,000

ａ） 加算 23,400

ａ） 減算 ─

申告調整された（税務）貸借対照表利益 53,400

　個々の貸借対照表項目の訂正は、特別な税務貸借対照表の作成を通じて結果
として実現可能となる。このことは、前記事例でのべられている。

1924年10月 1 日付　期首税務貸借対照表
単位　RM.

借方 貸方
建物 75,000 株式資本金 300,000
機械 65,000 準備金 ─
車両 30,000 担保付債務 25,000
商品 140,000 債務 20,000
債権 30,000
現金 5,000

345,000 345,000

1925年 9 月30日付　期末税務貸借対照表
単位　RM.

借方 貸方
建物 73,500 株式資本金 300,000
機械 56,900 準備金 ─
車両 26,000 担保付債務 25,000
商品 200,000 債務 25,000
債権 40,000 利益 53,400
現金 7,000

403,400 403,400

　上記のような税務貸借対照表が作成され、そしてそれが税務申告書に組み入
れられる。もし税務決算対照表の利益が申告書AI1欄に訂正された利益として表
示されるならば、そのことは要件にかなっている。もし税務貸借対照表が税務
署に提出されないならば、税務申告書AI1欄について提示された質問に正確に返
答されねばならないし、またここで挙げた利益訂正は商事貸借対照表または申
告書付表に加えて前記した例示と同様な注釈を加えなければならない50」。
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ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
）
の
所
得
算
定
に
関
す
る
研
究
（
長
谷
川
）

（
五
一
九
）

前
記
事
例
に
み
た
よ
う
に
税
法
上
の
評
価
基
準
に
よ
り
商
事
貸
借
対
照
表
の
利
益
は
調
整
さ
れ
る
。
事
例
で
は
、
建
物
、
機
械
、
車
両
、

商
品
の
各
勘
定
科
目
に
お
け
る
商
事
貸
借
対
照
表
と
税
法
上
の
計
上
金
額
の
相
違
、
す
な
わ
ち
計
上
評
価
の
相
違
が
差
額
と
し
て

二
三
、四
〇
〇
Ｒ
Ｍ
加
算
申
告
調
整
さ
れ
て
い
る
。
特
に
税
法
で
は
適
応
初
年
度
に
限
り
財
産
税
評
価
の
適
用
に
よ
り
低
い
金
額
で
の
計

上
を
容
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
し
た
課
税
政
策
上
の
措
置
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
し
た
課
税
政
策
上
の
措
置
は
、
商
法
会
計
の
一
マ
ル
ク
勘
定
の
処
理
と
は
内
容
お
よ
び
程
度
に
お
い
て

相
違
し
て
い
る
。

以
上
の
二
つ
の
事
例
か
ら
、
商
事
貸
借
対
照
表
と
し
て
の
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
が
基
準
性
の
原
則
に
よ
り
税
務
貸
借
対
照
表
作

成
の
た
め
の
最
初
の
基
準
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
税
務
貸
借
対
照
表
の
作
成
が
、
必
ず
し
も
実
務
上
法
人
税
申
告

書
作
成
の
前
提
条
件
で
は
な
い
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。
特
に
貸
借
対
照
表
の
固
定
資
産
勘
定
に
一
マ
ル
ク
表
示
が
あ
る
金
マ
ル
ク
開
始
商

事
貸
借
対
照
表
を
出
発
点
と
し
て
、
課
税
の
公
平
を
指
向
す
る
と
い
わ
れ
る
税
務
貸
借
対
照
表
作
成
の
具
体
的
な
調
整
工
程
を
通
し
て
、

期
末
商
事
貸
借
対
照
表
の
利
益
が
調
整
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
税
法
に
照
ら
し
て
商
法
上
の
貸
借
対
照
表
の
ど

の
よ
う
な
事
項
を
税
務
上
変
更
す
べ
き
で
あ
る
か
を
具
体
的
に
確
認
し
た
。
そ
れ
は
、
一
九
二
五
年
法
人
税
法
経
過
規
定
た
る
法
人
税
法

第
二
九
条
に
規
定
さ
れ
た
所
得
税
法
第
一
〇
四
条
以
下
の
適
用
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
処
し
た
税
法
上
の
課
税
査
定
の
基
本
事

例
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
課
税
所
得
算
定
手
続
き
こ
そ
が
ド
イ
ツ
の
財
政
政
策
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。 

一
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（
二
〇
一
三
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一
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）

（
五
二
〇
）

Ⅵ　

一
九
二
六
年
度
法
人
税
申
告
書
の
形
式

次
に
、R

osendorff 

の
著
書
に
あ
る
「
一
九
二
六
年
度
申
告
ド
イ
ツ
法
人
税
申
告
書
記
載
例
」
の
一
部
を
抜
萃
す
る
（
51
）

。
そ
の
部
分
は
、

法
人
税
の
課
税
対
象
と
す
べ
き
税
法
上
の
利
益
を
算
出
す
る
計
算
欄
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
申
告
書
は
、
激
し
い
イ
ン
フ
レ
を
経
験
し
た

後
の
一
九
二
五
年
八
月
一
〇
日
付
法
人
税
法
に
規
定
さ
れ
た
課
税
所
得
の
算
定
計
算
書
で
あ
る
。
左
記
申
告
書
「
注
意
事
項
」
の
六
番
目

は
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
添
付
義
務
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
形
式
上
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
を
排
除
し
た
金
マ
ル
ク

開
始
貸
借
対
照
表
が
、
所
得
計
算
の
開
始
基
準
点
な
の
で
あ
る
。

一
二
八
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長
谷
川
）

（
五
二
一
）

「 Muster A様式
注意事項

1  　この税務申告書は　　　　までに記入、署名して税務署に提出しなければ
ならない。この記入用紙の送付については同時に税務申告書の提出要請とみ
なされる。
2  　税務申告書は法定代理人により提出されかつ署名されねばならない。支配
人や商事代理支配人には税務申告書の提出権限はない。
3  　税務申告書が期限後に提出された場合、最終決定された税額の10%まで課
徴金が課せられうる。
4　全質問事項に回答せねばならない。該当しない箇所は線で消しなさい。
5　納税義務があるかないかの決定は税務署の権限に属し納税者にはない。
6  　税務申告書に損益計算書、年度報告書、総会議事録と一緒に期首貸借対照
表（金マルク開始貸借対照表）と期末貸借対照表を添付しなければならない。

法　人　税
税務申告書

企業名
運営地
開始事業年度 　　1925年 1 月 1 日
終了事業年度 　　1925年12月31日

Ⅰ．利　益  RM.
1 　前年の繰越利益額を除いた当該事業年度の
貸借対照表利益（損失） 170,000　RM.
貸借対照表修正（Bilanzberichtigung）（法人税法第29条、所得税法第104条

以下）の結果として以下に加算、減算せねばならない。
ａ）　加算 5,000
ｂ）　減算 10,000
訂正された貸借対照表利益（損失）  165,000

2  　以下に述べる金額が貸借対照表利益を減額しているならば、その金額を加
算しなさい。
a）　α）　 許容されないまたは過大減耗控除（法人税法第13条、所得税法第

16条第 3項） 3,000
　　 β）　 許容されないまたは過大実体減少控除（法人税法第13条、所得税

法第16条第 4項） ─
　　 γ）　 許容されないまたは過大減価償却費（法人税法第13条、所得税法

第20条第 1項） 10,000
ｂ）　 財産の改良や増加、事業所設立や事業拡張、投資、債務償還または代替
調達のための費用（法人税法第17条第 1号） 5,000

ｃ）　α）　 上記事業年度での人税（Personalsteuern）（例えば法人税、財産税）
の前払

　　　－法人税法第17条第 3号－ 25,000

一
二
九
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　　 β）　 明らかに納税準備金として見られない限り、上記事業年度でなさ
れたその他の人税に対する支払い（例えば前期について支払うべき
法人税決算上の支払い） 16,000

　　 γ）　 人税に対する積立金 24,000
ｄ）　 監査役員会の構成員、またその他業務管理の監督のために憲法に基づい
て任命される者（例えば、鉱山運営委員会、労働組合役員会、管理役員会
の構成員）に支給されるであろう各種の報酬（法人税法第17条第 4号）

 5,000
ｅ）　 その他法人税法第14条・第15条、所得税法第15条第 1項第 3号・第16条
に属さない費用、準備金、贈与、その他第三者への任意の出捐等々
  ─

 金額Ⅰ 253,000

Ⅱ．計算に入れない所得収入（Einkünfte）
　貸借対照表利益に次の所項目が含まれているならば、それらについては控除
されねばならない：
1　法人税法第 2条第 3号にいう公共運営や公共管理の場合
所得収入
a）　農業と林業からの所得 ─
b）　所得税法第83条に掲げた資本収益を除いた資本財産からの所得
 ─
c ）　不動産や農業什器の使用賃貸と用益賃貸からの所得 ─
d）　 土地の権利、土地収益の一時的な委託ないし狩猟や漁業の実行からの所得
（法人税法11条第 1号） ─

2 　 それ自体本来の貯蓄金庫取引に制限されない公共の貯蓄金庫または公共の
取引に資する貯蓄金庫、所得税法第83条に掲げた資本収益を除いた本来の貯
蓄金庫取引に割り当てられる所得の部分（法人税法11条第 2号） 　
3 　 営利会社ならびに法人税法第 2条第 3号にいう公共運営や公共管理の場合
で、それらは前述の事業年度開始以降明白にその他多数の無制限納税義務営
利会社または制限納税義務営利会社の全ての株式、持分等々の最低限 4分の
1を連続して所有しているもの。
指示された株式、持分等々に割り当てられるあらゆる種類の利益配分（法
人税法11条第 3号） 50,000
上 記 し た 利 益 の 内 こ れ ら の 利 益 は、 別 の 営 利 会 社（ 子 会 社

（Tochtergesellschaften））のものである。：

 金額Ⅱ 50,00052」
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ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
）
の
所
得
算
定
に
関
す
る
研
究
（
長
谷
川
）

（
五
二
三
）

前
記
記
載
例
に
よ
り
、
申
告
書
の
最
初
の
記
入
欄
「
Ⅰ
．利
益
」
の
「
1
」「
商
事
貸
借
対
照
表
利
益
一
七
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
」
は
税
法

評
価
の
調
整
で
あ
る
「
貸
借
対
照
表
修
正
」
に
よ
り
加
算
や
減
算
さ
れ
て
「
訂
正
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
利
益
一
六
五
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
」
に

訂
正
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
訂
正
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
利
益
一
六
五
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
」
こ
そ
が
税
務
貸
借
対
照
利
益
で
あ
る
。
結

果
と
し
て
、
上
記
申
告
書
の
書
式
に
よ
り
商
事
貸
借
対
照
表
利
益
一
七
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
は
税
法
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
て
「
課
税
対
象

利
益
二
五
三
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
」
に
な
る
。
さ
ら
に
課
税
調
整
事
項
「
Ⅱ
．計
算
に
入
れ
な
い
所
得
収
入
」
と
し
て
五
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
が
減

算
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
を
基
点
と
し
て
商
事
貸
借
対
照
表
の
利
益
を
所
得
の
算
定
の
出
発
点
に
す
る
法

人
税
税
務
申
告
書
の
様
式
こ
そ
が
、
ド
イ
ツ
税
務
制
度
の
特
色
で
あ
る
確
定
決
算
主
義
（
53
）

制
度
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
法
人
税
税
務
申
告
書
の
計
算
様
式
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
税
務
上
の
課
税
対
象
を
算
定
す
る
た
め
の
計
算
様
式
で
あ
る
。

こ
の
計
算
様
式
は
課
税
利
益
の
対
象
を
算
定
す
る
た
め
の
前
提
条
件
と
し
て
税
務
貸
借
対
照
表
の
作
成
を
義
務
と
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
計
算
書
の
算
定
様
式
が
、
税
務
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
な
く
て
も
既
に
作
成
し
て
い
る
商
法
上
の
貸
借
対
照
表
の

利
益
に
税
法
上
の
加
算
な
い
し
減
算
の
調
整
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
的
に
課
税
所
得
を
算
出
で
き
る
構
造
な
の
で
あ
る
。
特
に
税
務

申
告
書
「
Ⅰ
．利
益
」
の
「
1
」
の
下
段
「
訂
正
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
利
益
（
損
失
）」（berichtigter B

ilanzgew
inn

（-verlust

））
の
部
分
は
、

法
人
た
る
納
税
者
に
税
務
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
た
こ
と
と
同
じ
成
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
法
人
税
申
告

書
の
計
算
様
式
自
体
が
、
納
税
者
た
る
法
人
に
、
実
務
上
の
便
宜
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
法
人
税
税
務
申
告
書
の
様
式
か
ら
当
時
の
ド
イ
ツ
連
結
納
税
と
い
わ
れ
て
い
る
機
関
会
社
関
係
（O

rganschaft （54
）

）
の
所

得
計
算
制
度
の
特
徴
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
申
告
書
「
Ⅱ
．計
算
に
入
れ
な
い
所
得
収
入
」
欄
の
最
終
欄
の
次
の
記
述

「
上
記
し
た
利
益
の
内
こ
れ
ら
の
利
益
は
、
別
の
営
利
会
社
（
子
会
社
（T

ochtergesellschaften （55
）

））
の
も
の
で
あ
る
」
の
箇
所
で
あ
る
。

一
三
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
二
四
）

B
auer

は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
機
関
会
社
関
係
に
つ
い
て
の
判
決
か
ら
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
機
関
会
社

関
係
の
基
本
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「
機
関
会
社
は
、
契
約
に
従
っ
て
経
費
を
差
し
引
い
た
後
の
所
得
収
入
（E

inkunfte

）
を

上
位
会
社
に
対
し
て
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
機
関
会
社
が
貸
借
対
照
表
確
定
日
ま
で
に
、
そ
の
所
得
収
入
を
移
転
す
る
こ
と
が
実

行
で
き
な
い
な
ら
ば
、
上
位
会
社
に
対
す
る
債
務
と
し
て
そ
の
金
額
を
税
務
貸
借
対
照
表
の
消
極
側
（
貸
方
）
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
56
）

」。Jurkat

は
、
帰
属
説
（Z

urechnungstheorie

）
の
所
得
計
算
手
続
き
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
帰
属
説
に
よ
れ
ば
、

機
関
会
社
の
税
務
上
の
損
益
は
損
益
移
転
契
約
（E

rgebnisabführungsvertrag

）
と
は
か
か
わ
り
な
く
自
主
的
に
算
定
さ
れ
、
か
つ
機
関

の
担
手
の
所
得
に
つ
け
加
え
ら
れ
る
（
57
）

」。
一
九
三
三
年
二
月
一
八
日
付
の
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
判
決
は
、
機
関
会
社
か
ら
機
関
の
担
手

に
移
転
さ
れ
る
利
益
と
所
得
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
下
し
て
い
る
。「
現
在
の
取
り
決
め
に
従
っ
て
、
機
関
会
社
は
そ
の
営
業

損
益
（G

eschäftsergebnis

）
を
、
親
会
社
に
対
し
て
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
ま
ず
機
関
会
社
の
利
益
は
法
人
税
法
の
規

定
に
従
っ
て
計
算
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
算
出
さ
れ
た
税
務
上
の
基
準
と
な
る
利
益
は
親
会
社
の
利
益
に

合
算
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
58
）

」。
増
井
良
啓
は
、
こ
の
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
た
と
え
ば

一
九
三
三
年
二
月
一
八
日
判
決
は
、
支
配
企
業
に
帰
属
す
べ
き
機
関
会
社
の
利
益
額
は
、
完
全
子
会
社
の
商
事
貸
借
対
照
表
上
の
利
益
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
法
人
税
法
の
規
定
に
従
っ
て
算
定
す
る
も
の
と
し
た
（
59
）

」。
一
九
三
四
年
九
月
二
五
日
付
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
判
決

は
、
重
複
課
税
の
回
避
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
現
在
の
取
り
決
め
に
従
っ
て
、
機
関
会
社
は
そ
の
営
業
損
益
を
、
親

会
社
に
対
し
て
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
ま
ず
機
関
会
社
の
利
益
は
法
人
税
法
の
規
定
に
従
っ
て
計
算
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
次
に
、
そ
う
し
て
算
出
さ
れ
た
税
務
上
の
基
準
と
な
る
利
益
は
親
会
社
の
利
益
に
合
算
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
（
中
略
）

…
し
か
し
、
重
複
課
税
を
回
避
す
る
為
に
、
こ
の
よ
う
な
合
算
の
場
合
す
で
に
親
会
社
に
移
転
さ
れ
た
利
益
額
は
、
法
人
税
法
に
従
っ
て

一
三
二



ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
）
の
所
得
算
定
に
関
す
る
研
究
（
長
谷
川
）

（
五
二
五
）

計
算
さ
れ
る
機
関
の
利
益
か
ら
差
し
引
き
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
60
）

」。
以
上
の
記
述
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
該
申
告
書
の
「
上
記
し
た

利
益
の
内
こ
れ
ら
の
利
益
は
、
別
の
営
利
会
社
（
子
会
社
）
の
も
の
で
あ
る
」
の
箇
所
は
、
こ
の
申
告
書
の
税
務
上
の
利
益
欄
「
金
額
Ⅰ
」

二
五
三
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
か
ら
減
算
す
る
欄
「
金
額
Ⅱ
」
五
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
の
内
容
の
内
訳
を
記
入
す
る
箇
所
に
あ
る
。

一
九
二
五
年
法
人
税
の
税
務
申
告
書
は
、
一
九
二
五
年
所
得
税
、
一
九
二
五
年
売
上
税
（U

m
satzsteuer

）
の
税
務
申
告
書
同
様

一
九
二
六
年
三
月
一
一
日
か
ら
三
月
二
七
日
ま
で
に
税
務
署
に
提
出
さ
れ
な
ば
な
ら
な
い
（
61
）

。

Ⅶ　

ま
と
め

こ
れ
ま
で
の
金
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
に
関
す
る
研
究
に
よ
れ
ば
、「
金
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
は
、『
架
空
利
益
』
の
排
除
の
論
理
の
行
き

着
い
た
結
果
で
は
あ
っ
た
（
62
）

」
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
（S

chm
alenbach

）
は
貨
幣
価
値
変
動
会
計
を
税
法
に

導
入
す
る
提
案
の
理
由
を
、
貨
幣
価
値
下
落
に
よ
っ
て
生
じ
た
架
空
利
益
を
課
税
計
算
上
排
除
す
る
に
は
イ
ン
フ
レ
の
下
で
名
目
資
本
会

計
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
計
算
の
歪
曲
を
是
正
す
る
た
め
と
し
て
い
る
（
63
）

。 

イ
ン
フ
レ
対
策
と
し
て
登
場
し
た
金
マ
ル
ク
開
始
貸

借
対
照
表
の
表
示
単
位
は
金
マ
ル
ク
単
位
で
作
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
を
基
準
点
と
し
て
作
成
さ
れ
る
商
事
貸
借

対
照
表
は
、
新
貨
幣
単
位
で
あ
る
一
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
で
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ら
ば
、
旧
マ
ル
ク
紙
幣
単
位
で
作
成
さ
れ
た

商
事
貸
借
対
照
表
の
利
益
が
架
空
利
益
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
新
貨
幣
単
位
一
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
単
位
で
表
示
さ
れ
た
商
事
貸
借
対
照

表
の
利
益
は
真
実
で
あ
る
の
か
。
い
ず
れ
の
利
益
も
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
旧
マ
ル
ク
紙
幣
単
位
で
表
示
さ
れ
た
商
事

貸
借
対
照
表
の
利
益
と
、
新
貨
幣
単
位
一
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
単
位
で
表
示
さ
れ
た
商
事
貸
借
対
照
表
の
利
益
は
、
い
ず
れ
も
利
益
と
い
う

会
計
用
語
す
な
わ
ち
会
計
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
、
あ
た
か
も
架
空
な
い
し
真
実
と
い
う
現
実
物
体
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
事
実

一
三
三



政
経
研
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四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
二
六
）

は
、
当
事
者
で
あ
る
企
業
が
配
当
と
租
税
に
よ
る
利
益
流
出
を
阻
止
（
64
）

し
て
自
己
の
内
部
留
保
を
高
め
る
た
め
に
、
旧
マ
ル
ク
紙
幣
単
位
で

表
示
さ
れ
た
商
事
貸
借
対
照
表
の
利
益
を
架
空
利
益
な
い
し
計
算
の
歪
曲
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
是
正
を
国
に
求
め
た
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
政
府
に
こ
の
要
求
に
形
式
的
に
適
応
し
た
申
告
計
算
手
続
き
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
、
新
計
算

単
位
で
作
成
さ
れ
た
金
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
を
開
始
基
準
点
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
金
マ
ル
ク
開
始
商
事
貸
借
対
照
表
か
ら
導
出
さ

れ
た
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
に
よ
る
期
末
商
事
貸
借
対
照
表
の
利
益
を
課
税
所
得
の
対
象
と
す
る
申
告
計
算
手
続
制
度
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
申
告
計
算
手
続
制
度
は
、
本
来
課
税
所
得
算
定
に
論
理
上
必
要
と
さ
れ
る
決
算
税
務
貸
借
対
照
表
を
作
成
せ
ず
と
も
、
期
末
商
事
貸
借

対
照
表
の
利
益
に
税
務
調
整
す
る
だ
け
の
手
続
き
か
ら
、
す
な
わ
ち
税
務
申
告
書
の
計
算
様
式
か
ら
自
動
的
に
課
税
所
得
が
算
定
さ
れ
る

構
造
で
あ
る
。

当
論
文
の
事
例
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
で
き
よ
う
。
一
九
二
六
年
ド
イ
ツ
税
務
申
告
書
（
一
九
二
五
年
法
人
税
課
税
所
得
）
は
、
文

書
現
象
（
65
）

た
る
金
マ
ル
ク
開
始
商
事
貸
借
対
照
表
か
ら
導
出
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
期
末
商
事
貸
借
対
照
表
利
益
が
課
税
所
得
の
出
発
点

と
な
り
、
そ
こ
に
調
整
を
加
え
る
こ
と
で
課
税
所
得
が
算
定
可
能
と
な
る
よ
う
な
、
納
税
者
の
申
告
手
続
き
の
負
担
軽
減
を
意
図
し
た
税

制
度
で
あ
る
。
ま
た
、「
架
空
利
益
」
と
い
う
利
益
は
単
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
貨
幣
価
値
の
下
落
に
よ
り
現
出
さ
れ
た
文
書
現

象
た
る
相
対
的
な
利
益
概
念
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
企
業
お
よ
び
国
家
の
想
定
す
る
利
益
金
額
の
制
度
的
現
出
に
奉
仕
す

る
手
段
と
し
て
、
会
計
用
語
（
会
計
概
念
）
と
数
（
金
額
（
66
）

）
に
よ
る
会
計
上
の
利
益
（
ま
た
は
損
失
）
と
し
て
現
出
さ
れ
た
文
書
表
示
が
機

能
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
）  R

ichard R
osendorff, D

ie K
örp

ersch
a

ftsteu
ererklä

ru
n

g 1926 a
u

f G
ru

n
d

 d
es n

eu
en

 K
örp

ersch
a

ftsteu
ergesetzes, 
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ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
）
の
所
得
算
定
に
関
す
る
研
究
（
長
谷
川
）

（
五
二
七
）

Industrieverlag S
paeth &

 L
inde, B

erlin,1926.
（
2
） 

林
健
太
郎
『
ド
イ
ツ
史
（
新
版
）』
山
川
出
版
社
、
昭
和
五
二
年
、
三
九
〇
〜
三
九
一
ペ
ー
ジ
。

（
3
）  
Ｃ
．
Ｂ
．
チ
ェ
ロ
ー
ニ
著
、
東
京
銀
行
集
会
所
調
査
課
抄
訳
『
独
逸
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
解
剖
』
社
団
法
人
東
京
銀
行
集
会
所
、
昭
和
一
三

年
、
三
三
〇
ペ
ー
ジ
。
野
津
高
次
郎
『
独
逸
税
制
発
達
史
』（
株
）
有
芳
社
、
昭
和
二
五
年
、
五
〇
四
ペ
ー
ジ
。

（
4
） 

林
、
前
掲
書
、
三
九
二
ペ
ー
ジ
。

（
5
）  

チ
ェ
ロ
ー
ニ
、
前
掲
書
、
三
三
〇
ペ
ー
ジ
。
日
本
銀
行
調
査
局
『
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
安
定
価
値
計
算
│
第
一
部　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
安
定

価
値
計
算
│
』
調
内
第
四
号
、
日
本
銀
行
調
査
局
、
昭
和
二
二
年
九
月
、
一
八
〜
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
6
） 

太
田
哲
三
・
岩
田
巌
・
片
野
一
郎
『
貨
幣
価
値
変
動
会
計
』
産
業
図
書
株
式
会
社
、
昭
和
二
一
年
、
一
〇
七
ペ
ー
ジ
。

（
7
） 

日
本
銀
行
調
査
局
、
前
掲
書
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

（
8
）  

太
田
・
岩
田
・
片
野
、
前
掲
書
。
日
本
銀
行
調
査
局
、
前
掲
書
。
中
居
文
治
「
架
空
利
益
排
除
と
貨
幣
価
値
変
動
会
計
」『
経
済
論
叢
』
第

一
〇
三
巻
第
二
号
、
京
都
大
学
経
済
学
会
、
昭
和
四
四
年
二
月
。
宮
上
一
男
編
『
会
計
学
講
座　

第
八
巻　

会
計
と
学
説
』
世
界
書
院
、
昭
和

五
五
年
。

（
9
）  

中
居
文
治
「
ド
イ
ツ
所
得
税
法
に
お
け
る
所
得
概
念
」『
オ
イ
コ
ノ
ミ
カ
』
名
古
屋
市
立
大
学
経
済
学
会
、Vol.9, N

o.3,4 M
arch,1973,48

ペ
ー

ジ
。

（
10
）  

同
、
四
八
ペ
ー
ジ
。
一
九
二
〇
年
の
法
人
税
法
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。
杉
田
憲
道
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
税
務
会
計
の
史
的

展
開
」『
商
学
論
集
』
第
六
巻
第
一
号
、
熊
本
学
園
大
学
商
学
会
、
一
九
九
九
．八
。

（
11
） 

武
田
隆
二
『
所
得
会
計
の
理
論
』
同
文
館
、
昭
和
四
五
年
、
四
一
〜
四
二
ペ
ー
ジ
。

（
12
） 

同
上
、
八
ペ
ー
ジ
。

（
13
） 

野
津
、
前
掲
書
、
六
八
〇
ペ
ー
ジ
。

（
14
） 

同
上
、
七
二
一
、
七
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
15
） 

同
上
、
七
二
五
、
七
二
七
ペ
ー
ジ
。

一
三
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
二
八
）

（
16
）  

同
上
、
六
八
八
ペ
ー
ジ
。
木
下
勝
一
「「
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
」
時
代
の
企
業
会
計
制
度
」『
新
潟
大
学　

経
済
論
叢
』
新
潟
大
学
経
済
学
会
、

一
九
八
〇
年
三
月
、
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
武
田
、
前
掲
書
、
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
17
） 
野
津
、
同
上
、
六
八
八
〜
六
八
九
ペ
ー
ジ
。
木
下
、
同
上
、
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
武
田
、
同
上
、
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
18
）  
武
田
、
同
上
、
四
三
ペ
ー
ジ
。「
シ
ャ
ン
ツ
理
論
は
、
一
九
二
〇
年
法
に
お
い
て
、
期
間
的
純
資
産
増
加
説
と
し
て
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
、

一
九
二
五
年
法
に
お
い
て
、
収
支
計
算
方
式
と
し
て
の
期
間
的
純
資
産
増
加
説
に
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
財
産
比
較
方
式
と
し
て
の
時
点
的
純
資

産
増
加
説
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。」（
山
下
勝
治
「
利
益
計
算
法
と
し
て
の
財
産
法
の
限
界
」『
企
業
経
営
研
究
年
報
』
第
一
〇
号
、

一
九
六
〇
年
、
一
四
八
ペ
ー
ジ
。
上
野
隆
也
「
純
資
産
増
加
説
の
現
代
的
意
義
」『
国
際
会
計
研
究
学
会
年
報
』
二
〇
一
〇
年
版
、
一
六
一
ペ
ー

ジ
）。

（
19
） 

チ
ェ
ロ
ー
ニ
、
前
掲
書
、
二
五
六
〜
二
五
七
ペ
ー
ジ
。

（
20
） R

osendorff ,a.a.o.,S
.27.

（
21
） E

bd.,S
.27.

（
22
） E

bd.,S
.27.

ド
イ
ツ
一
九
二
五
年
所
得
税
法
第
一
〇
五
条
第
二
項
。
野
津
高
次
郎
、
前
掲
書
、
七
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
23
）  

一
金
マ
ル
ク
に
つ
い
て
、「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」
第
一
条
第
二
項
に
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
北
ア
メ
リ
カ
の
一
ド
ル
四
二
分
の
一
〇

に
相
当
す
る
対
価
を
も
っ
て
一
金
マ
ル
ク
と
み
な
す
」（
太
田
・
岩
田
・
片
野
、
前
掲
書
、
二
〇
二
ペ
ー
ジ
）。
ま
た
、
岩
田
巌
は
一
金
マ
ル
ク
貨

幣
単
位
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
場
合
北
ア
メ
リ
カ
の
一
ド
ル
四
二
分
の
一
〇
に
相
当
す
る
紙
幣
マ
ル
ク
が
一
金
マ
ル
ク

と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
同
上
、
一
七
二
ペ
ー
ジ
）」。

（
24
） R

osendorff ,a.a.o.,S
.27.

（
25
） E
bd.,S

.28.

（
26
） 

野
津
、
同
上
、
七
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
27
） R

osendorff ,a.a.o.,S
.28.

（
28
） E

bd.,S
.28. 

一
三
六



ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
）
の
所
得
算
定
に
関
す
る
研
究
（
長
谷
川
）

（
五
二
九
）

（
29
） E

bd.,S
.28.

（
30
） E

bd.,S
.28.

（
31
） E

bd.,S
.28.

（
32
） E

bd.,S
.28.

（
33
）  

山
田
晟
『
ド
イ
ツ
法
律
用
語
辞
典
』
大
学
書
林
、
平
成
五
年
、
五
二
ペ
ー
ジ
参
照
（
抵
当
債
券
お
よ
び
抵
当
権
は
、
マ
ル
ク
が
弁
済
期
に
、

二
五
％
以
下
に
下
落
し
た
場
合
に
は
、
債
権
・
抵
当
権
取
得
費
の
額
面
額
を
金
マ
ル
ク
に
換
算
し
て
、
そ
の
二
五
％
に
増
額
す
る
こ
と
と
し
た
）。

（
34
） R

osendorff ,a.a.o.,S
.29.

（
35
）  

一
般
価
額
に
つ
い
て
、
中
居
文
治
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
一
般
価
額
の
言
葉
が
、
所
得
税
法
に
明
記
さ
れ
る
の
は
、
一
九
二
〇
年
法

か
ら
一
九
二
五
年
法
ま
で
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
法
お
よ
び
一
九
二
一
年
一
九
二
三
年
の
一
部
修
正
法
に
お
い
て
は
、
な
お
売
却
価
額
に
よ
る
評

価
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
二
五
年
法
で
は
、
一
般
価
額
は
な
お
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
条
文
の
上
に
す
で
に
固
定
資
産
に
つ
い

て
は
売
却
価
額
か
ら
の
背
離
が
み
ら
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
所
得
税
法
上
「
一
般
価
額
＝
売
却
価
額
」
と
い
う
思
考
に
亀
裂
を
生
じ
た
」（
中
居
文

治
「
ド
イ
ツ
所
得
税
法
に
お
け
る
評
価
原
則
の
変
遷
」『
オ
イ
コ
ノ
ミ
カ
』
名
古
屋
市
立
大
学
経
済
学
会
、Vol.6,N

o.2,S
eptem

ber,1969,82

ペ
ー

ジ
）。
中
居
文
治
「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
下
の
税
務
会
計
」『
経
済
論
叢
』
第
一
〇
六
巻
第
四
号
、
京
都
大
学
経
済
学
会
、
昭
和
四
五
年
一
〇
月
、

二
一
ペ
ー
ジ
。
松
本
剛
『
ド
イ
ツ
商
法
会
計
用
語
辞
典
』
森
山
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
一
五
七
ペ
ー
ジ
（
物
が
各
々
の
所
有
者
に
提
供
す
る
こ
と

の
で
き
る
効
用
が
そ
の
物
の
通
常
価
額
（gem

einer W
ert

）
で
あ
る
）。

（
36
）  

一
九
二
五
年
ド
イ
ツ
所
得
税
法
第
一
〇
七
条
第
二
項
に
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
投
下
資
本
に
属
す
る
建
物
、
土
地
は
租
税
期
間

の
初
頭
に
お
け
る
通
常
価
格
を
最
高
限
度
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
を
得
」（
野
津
、
前
掲
書
、
七
一
九
ペ
ー
ジ
）。

（
37
） R
osendorff ,a.a.o.,S

.29.

（
38
） E
bd.,S

.29.

（
39
） E

bd.,S
.29.

（
40
） E

bd.,S
.29.

一
三
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
三
〇
）

（
41
） E

bd.,S
.29.

（
42
） E

bd.,S
.30.

（
43
） E

bd.,S
.30.

（
44
） E

bd.,S
.30.

（
45
） E

bd.,S
.30.

（
46
） 

田
沢
五
郎
『
ビ
ジ
ネ
ス
経
済
法
制
辞
典
』
郁
文
堂
、
一
九
九
九
年
、
八
七
六
ペ
ー
ジ
。

（
47
）  

岩
田
巌
は
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
は
財
産
決
定
貸
借
対
照
表
で
あ
る
と
し
て
、
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
お
け
る
一
マ
ル
ク
勘
定
の

取
り
扱
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
一
マ
ル
ク
勘
定
と
い
っ
て
、
固
定
資
産
に
過
大
償
却
を
行
い
、
勘
定
面
に
は
一
マ
ル
ク
を
備

忘
的
に
残
し
て
お
く
方
法
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
勘
定
で
は
償
却
を
過
大
に
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
新
規
の
取
替
費
も
決
算
毎
に
こ
と
ご
と

く
損
費
に
落
し
て
、
一
マ
ル
ク
を
継
続
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
処
理
に
よ
っ
て
累
積
す
る
秘
密
積
立
金
は
、
開
始
貸
借
対
照
表
を
作
成
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
残
ら
ず
引
き
出
し
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開
始
貸
借
対
照
表
は
上
述
の
ご
と
く
本
来
財
産
決
定
貸
借
対
照
表
で
あ
る
。
故

に
秘
密
積
立
金
を
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
こ
と
は
貸
借
対
照
表
真
実
性
に
背
反
す
る
物
で
あ
る
」（
太
田
・
岩
田
・
片
野
、
前
掲
書
、
一
七
九
ペ
ー

ジ
）。
木
下
勝
一
はB

oppel

の
見
解
を
引
用
し
て
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
一
金
マ
ル
ク
表
示
に
つ
い
て
そ
の
根
本
原
理
を
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
要
す
る
に
、
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
実
務
は
、
時
価
最
高
主
義
の
範
囲
内
で
時
価
以
下
の
原
価
最
高
主
義
を
依
然
と
っ
て

い
た
の
で
あ
る
」（
宮
上
一
男
編
『
会
計
学
講
座　

第
六
巻　

シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
研
究
』
世
界
書
院
、
昭
和
五
三
年
、
六
六
ペ
ー
ジ
）。

（
48
）  

「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」
第
六
条
は
資
本
減
価
勘
定
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
資
本
減
価
勘
定
は
自
己
資
本
の
金
額
の
一
〇
分

の
九
を
超
ゆ
る
こ
と
を
得
ず
。
会
社
は
三
営
業
年
度
以
内
に
資
本
減
価
勘
定
を
償
却
す
べ
き
義
務
を
負
う
（
太
田
・
岩
田
・
片
野
、
前
掲
書
、

二
〇
四
ペ
ー
ジ
）」。
岩
田
巌
は
資
本
減
価
勘
定
が
生
ず
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
金
マ
ル
ク
会
計
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め

膨
張
し
た
紙
幣
マ
ル
ク
金
額
を
金
マ
ル
ク
額
に
引
下
げ
る
の
で
あ
っ
て
、
多
く
の
場
合
評
価
損
が
生
ず
る
も
の
で
あ
る
（
同
上
、
一
七
九
ペ
ー

ジ
）」。

（
49
） R

osendorff ,a.a.o.,S
.30

〜33.

一
三
八



ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
）
の
所
得
算
定
に
関
す
る
研
究
（
長
谷
川
）

（
五
三
一
）

（
50
） E

bd.,S
.33

〜35.
（
51
）  E

bd.,S
.22

〜23.

ド
イ
ツ
法
人
税
申
告
書
二
〇
〇
七
年
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
長
谷
川
一
弘
『
ド
イ
ツ
税
務
貸
借
対

照
表
論
』
森
山
書
店
、
二
〇
〇
九
、
二
四
ペ
ー
ジ
。

（
52
） E

bd.,S
.22

〜23.

（
53
） 

浦
野
晴
夫
『
確
定
決
算
規
準
会
計
』
税
務
経
理
協
会
、
平
成
六
年
、
三
ペ
ー
ジ
。

（
54
）  

機
関
会
社
関
係
に
つ
い
てT

ipke

とL
ang

は
、
こ
の
制
度
が
非
体
系
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。｢

法
人
税
法
上
の
機
関
会
社
関
係
は
売
上

税
お
よ
び
営
業
税
の
そ
れ
と
異
な
り
判
例
に
よ
り
（
私
見
で
は
、
十
分
な
法
的
根
拠
も
な
く
）
展
開
さ
れ
た
。
判
例
法
が
す
で
に
慣
習
法
に
ま
で

昇
化
し
た
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
か
っ
た
頃
よ
う
や
く
、
一
九
六
九
年
八
月
一
五
日
の
法
律
に
よ
り
法
人
税
法
に
第
七
ａ
条
の
規
定
が
挿
入
さ
れ
た
。

外
国
の
法
律
で
は
全
く
機
関
会
社
関
係
の
規
定
は
な
い
。
こ
の
制
度
は
、
│
そ
れ
が
原
則
と
し
て
法
形
態
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
て

（
法
人
税
法
第
一
条
一
項
を
み
よ
）
│
非
体
系
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
法
形
態
と
の
結
び
つ
き
を
経
済
取
引
上
の
根
拠
か
ら
打
ち
破
る
こ
と
は
、

立
法
者
の
自
由
で
あ
る
。
利
益
移
転
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
課
税
客
体
が
あ
る
納
税
主
体
か
ら
別
の
納
税
主
体
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
、
普
通
な
ら

ば
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、（
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
）
利
益
移
転
契
約
を
伴
う
機
関
会
社
関
係
は
、
税
法
上
の
特
異
物

（U
nikum

）
で
あ
る
。
教
義
学
的
に
は
立
法
者
が
作
っ
た
こ
の
制
度
を
完
成
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る｣

（T
ipke,K

.,L
ang,J., S

teu
errech

t,17.

völlig überarbeitete A
ufl age,K

öln,V
erlag D

r.O
tto S

chm
idt,2002,S

.473.

）。
Ｋ
・
テ
ィ
プ
ケ
／
木
村
弘
之
亮･

吉
村
典
久･

西
山
由
美

訳
『
所
得
税･

法
人
税･

消
費
税
』
木
鐸
社
、
一
九
八
八
、
二
七
一
ペ
ー
ジ
参
照
。
機
関
会
社
関
係
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ

よ
。
長
谷
川
、
前
掲
書
、
一
一
三
〜
一
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
55
）  

一
九
二
五
年
頃
の
機
関
会
社
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
そ
の
特
徴
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
而
し
て
機
関
会
社
は
支
配
者
の
経
済
範
囲
に
属
す
る

営
業
行
為
を
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
労
務
は
い
わ
ゆ
る
事
務
処
理
に
あ
る
。
従
っ
て
支
配
者
と
機
関
会
社
と
の
間
の
法
律
関
係
は
、
委
任

又
は
雇
用
で
あ
る
。
或
い
は
機
関
会
社
が
支
配
者
に
よ
り
て
支
配
せ
ら
る
る
関
係
は
、
商
業
使
用
人
と
の
間
の
関
係
に
類
似
す
る
が
故
に
、
機
関

関
係
は
こ
れ
を
一
種
の
任
用
契
約
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。」（
大
隅
健
一
郎
『
企
業
合
同
法
の
研
究
』
弘
文
社
、
昭
和
一
〇
年
二
九
五
〜
二
九
六

ペ
ー
ジ
）。

一
三
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
三
二
）

（
56
）  B

auer, F
., D

a
s O

rga
n

sch
a

ftsverh
ä

ltn
is im

 S
teu

errech
t a

ls P
roblem

 d
er betriebsw

irtsch
a

ftlich
en

 S
teu

erleh
re, 

IN
D
U
S
T
R
IE
V
E
R
L
A
G
 S
P
A
E
T
H
 &
 L
IN
D
E
, B
E
L
IN
, 1930, S

.94.
（
57
）  Jurkat, W

., D
ie O

rgan
sch

aft im
 K

örpersch
aftsteu

errech
t, H
eidelberg, V

E
R
L
A
G
S
G
E
S
E
L
L
S
C
H
A
F
T
 R
E
C
H
T
 U
N
D
 

W
IR
T
S
C
H
A
F
T
 M
B
H
,1975,S

.46.

（
58
）  R

eichsfinanzhof, S
am

m
lu

n
g d

er E
n

tsch
eid

u
n

gen
 u

n
d

 G
u

tach
ten

 d
es R

eich
sfin

an
zh

ofs, D
reiunddreißigster B

and, 

M
ünchen 1933, B

uchdruckerei und V
erlagsanstalt C

arl G
erber, S

. 63.

（
59
） 

増
井
良
啓
『
結
合
企
業
課
税
の
論
理
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
60
）  R

eichsfinanzhof, S
am

m
lu

n
g d

er E
n

tsch
eid

u
n

gen
 u

n
d

 G
u

tach
ten

 d
es R

eich
sfin

an
zh

ofs, S
iebenunddreißigster B

and, 

M
ünchen 1935, B

uchdruckerei und V
erlagsanstalt C

arl G
erber, S

.166-167.

（
61
） R

osendorff ,a.a.o.,83

〜84.

（
62
） 

宮
上
、「
会
計
学
講
座　

第
六
巻　

シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
研
究
」、
前
掲
書
、
六
四
ペ
ー
ジ
。

（
63
） 

中
居
文
治
「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
下
の
税
務
会
計
」、
前
掲
書
、
二
九
ペ
ー
ジ
。

（
64
）  

中
居
文
治
「
イ
ン
フ
レ
利
益
と
秘
密
積
立
金
」『
経
済
論
叢
』
京
都
大
学
経
済
学
会
、
第
九
八
巻
第
四
号
、
昭
和
四
一
年
一
〇
月
、
三
六
〜

四
三
ペ
ー
ジ
。

（
65
） 

宮
上
一
男
『
会
計
学
本
質
論
』
森
山
書
店
、
一
九
七
九
年
、
三
九
、
二
六
〇
ペ
ー
ジ
。

（
66
） 

同
上
、
二
六
八
〜
二
七
三
。
鈴
木
義
夫
『
ド
イ
ツ
会
計
制
度
改
革
論
』
森
山
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
〜
二
〇
ペ
ー
ジ
。

一
四
〇


